
あ
な
た
の
大
切
な
人
、
地
域
を
守
る
た
め
に

消
防
団
員
募
集
中

期
限
（
翌
月
末
）
ま
で
に
納
付
し
な

い
と
、
不
慮
の
事
故
な
ど
で
障
が
い

の
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
納
付
が
困
難
な
方
は
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
の
保
険
料

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と

か
ら
納
付（
追
納
）で
き
ま
す（
追

納
時
期
で
当
時
の
保
険
料
に
加
算

額
が
つ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

※
卒
業
し
た
方
で
、
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、「
免
除
・
納

付
猶
予
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▽
申
請
方
法
「
国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
申
請
書
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物

学
生
証
か
在
学
証
明

書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
お

持
ち
で
な
い
方
は
運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
）

継
続
利
用
の
方
は

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

令
和
７
年
３
月
ま
で
の
申
請
分
が

承
認
さ
れ
た
方
で
、
４
月
以
降
も
在

学
予
定
の
方
に
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
手
続
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

案
内
が
届
い
た
方
で
、
継
続
申
請
す

る
場
合
は
申
請
書
（
は
が
き
）
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

※
在
学
す
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ

る
方
は
、
申
請
書
（
は
が
き
）
で

は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

▽
申
請
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
（
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
０

０
４
）

市
有
地
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
入
札
で
売
却
し
ま
す
。

▽
売
払
い
物
件

表
３
の
と
お
り

▽
参
加
方
法
等

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
「
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
参
加
申
込
み
期
間

４
月
14
日
㈪

の
午
後
１
時
か
ら
５
月
１
日
㈭
の

午
後
２
時
ま
で

▽
そ
の
他

詳
し
く
は
、
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官

公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
か
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

契
約
管
財
課
契
約
管
財

係

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
、
市
内
に
土
地
、
家
屋
、
事
業

用
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。
課
税
内
容
を
記
載

し
た
納
税
通
知
書
（
課
税
明
細
書
）

を
５
月
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
自
己

所
有
の
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
非
課
税
物
件
は
、
明
細
に
記
載
さ

れ
ま
せ
ん
。

※
免
税
点
未
満
の
場
合
に
は
、
納
税

通
知
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
課
税
明
細
書
は
、
確
定
申
告
な
ど

に
利
用
で
き
ま
す
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

課
税
課
固
定
資
産
税
係

国
民
年
金
保
険
料

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

（
ガ
ク
ト
ク
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
（
課
税
明
細
書
）

の
発
送

市
で
は
、
令
和
２
年
に
あ
き
る
野

市
空
家
等
対
策
計
画
を
策
定
し
、
総

合
的
な
空
き
家
対
策
を
推
進
し
て
き

ま
し
た
。
今
後
も
空
き
家
問
題
が
一

層
深
刻
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
空
き
家
の
実
態
を
把
握

し
、
将
来
を
見
据
え
、
市
の
実
情
に

合
っ
た
計
画
に
改
定
し
ま
す
。

▽
閲
覧
場
所

住
宅
政
策
課
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
４
階
）、

五
日
市
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、

各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

▽
意
見
提
出
方
法

４
月
28
日
㈪

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
Ａ
４
用

紙
な
ど
に
意
見
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
郵
送
、

窓
口
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
窓
口
に
提
出
す
る
場
合
は
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
口
頭
で
の
意
見
（
電
話
、
窓
口
）

の
受
付
は
、
行
い
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、

個
人
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
編

集
し
、
概
要
な
ど
を
公
表
し
ま

す
。
個
別
に
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

▽
提
出
・
問
合
せ

住
宅
政
策
課

（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４

二
宮

３
５
０
、
直
通
５
３
３
・
３
３
６

０
、

５
５
８
・
１
１
７
９
、

060401@
akiruno-info.

tokyo.jp

）

３
月
定
例
会
議
の
本
会
議
の
模

様
を
配
信
中
で
す
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
市
議
会
」
か
ら
「
本

会
議
録
画
中
継
」
を
検
索
し
て
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ

議
会
事
務
局

関
係
者
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
協

議
し
て
い
ま
す
。
地
域
公
共
交
通
の

利
用
者
で
あ
る
市
民
の
目
線
か
ら
、

計
画
の
策
定
や
事
業
の
実
施
、
バ
ス

や
デ
マ
ン
ド
型
交
通
な
ど
の
あ
り
方

等
を
協
議
す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
対
象

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

で
、
地
域
公
共
交
通
を
利
用
す
る

18
歳
以
上
の
方
（
令
和
７
年
７
月

25
日
現
在
）

※
公
募
委
員
と
し
て
他
の
委
員
会
等

の
委
員
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
方

は
、
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

▽
募
集
人
数

３
人
以
内

▽
任
期

７
月
25
日
か
ら
２
年
間

▽
報
償

９
５
０
０
円
（
会
議
１
回

当
た
り
・
年
４
回
程
度
）

▽
応
募
方
法

５
月
12
日
㈪（
必
着
）

ま
で
に
専
用
の
応
募
用
紙
に
住

地
域
公
共
交
通
協
議
会
で
は
、
公

共
交
通
の
維
持
・
確
保
や
利
便
性
向

上
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
必
要
な
事

項
な
ど
に
つ
い
て
、
市
民
を
含
め
た

所
、
氏
名
、
応
募
の
動
機
等
を
記

入
の
上
、「
公
共
交
通
の
利
用
者

の
視
点
か
ら
、
あ
き
る
野
市
に
お

け
る
公
共
交
通
の
維
持
・
確
保
の

た
め
に
必
要
な
取
組
と
は
」
を

テ
ー
マ
に
８
０
０
字
（
４
０
０
字

詰
め
原
稿
用
紙
２
枚
相
当
）
以
内

に
ま
と
め
て
、
窓
口
、
郵
送
、

メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他

応
募
用
紙
は
、
窓
口
で

配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
ま
た
、
作
文
の
内
容
や
選
考

結
果
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

▽
応
募
・
問
合
せ

交
通
政
策
課

（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４

二
宮

３
５
０
、060601@akiruno-

info.tokyo.jp

）

国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が

を
し
た
と
き
に
病
院
な
ど
の
医
療
費

の
一
部
を
負
担
す
る
保
険
制
度
で
、

加
入
す
る
皆
さ
ん
が
お
金
を
出
し

合
っ
て
助
け
合
う
制
度
で
す
。近
年
、

医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
に
よ
り
１

人
当
た
り
の
医
療
費
が
増
加
し
て
お

り
、
厳
し
い
運
営
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、
東
京
都
と
市

区
町
村
が
共
同
で
運
営
し
て
い
ま

す
。
都
は
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体

と
し
て
、
市
区
町
村
の
保
険
給
付
に

必
要
な
費
用
を
全
額
支
払
う
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
各
市
区
町
村
の
医
療

費
水
準
や
所
得
水
準
に
応
じ
た
標
準

保
険
料
率
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
そ

の
料
率
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
は
急
激
な
負

担
増
と
な
る
た
め
、
影
響
に
配
慮
し

な
が
ら
、
国
保
税
率
な
ど
を
表
１
、

ま
た
、
低
所
得
世
帯
の
負
担
を
緩
和

す
る
た
め
、
軽
減
判
定
基
準
額
を
表

２
の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
。

※
今
年
度
の
納
税
通
知
書
は
、
国
保

の
被
保
険
者
が
い
る
世
帯
主
に
、

あ
き
る
野
市
空
家
等
対
策
計

画
２
０
２
５
（
案
）
に
対
す

る
意
見
の
募
集

令
和
７
年
度
の
国
民
健
康
保

険
税
の
改
定

市有地を売却します

あ
き
る
野
市
地
域
公
共
交
通

協
議
会
委
員
募
集

市
議
会
本
会
議
の
模
様
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
録
画
）

で
配
信
中

７
月
に
送
付
し
ま
す
。

医
療
費
の
適
正
化

市
で
は
、
医
療
費
の
適
正
化
に
向

け
て
、
健
康
づ
く
り
施
策
の
充
実
、

レ
セ
プ
ト
点
検
の
強
化
、
後
発
医
薬

品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の
利

用
促
進
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
国
保
に
加
入
す
る
皆
さ

ん
が
、
健
康
増
進
の
た
め
、
特
定
健

診
な
ど
を
積
極
的
に
受
診
し
、
健
康

状
態
の
把
握
や
生
活
習
慣
の
改
善
に

努
め
て
い
た
だ
く
こ
と
も
大
切
で

市ホームページ

表１　国保税率など
区分 医療分 支援金分 介護分

所得割 6.28% 2.37% 2.23%

均等割 33,000円 12,300円 14,700円

課税限度額 66万円 26万円 17万円

表２　軽減判定基準額
軽減割合 合計所得金額

７割 43万円＋10万円×（給与所得者等の数−1）

５割 43万円＋30.5万円×被保険者数＋10万円×（給与
所得者等の数−1）

２割 43万円＋56万円×被保険者数＋10万円×（給与所
得者等の数−１）

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
が
減
る
だ
け
で
な
く
、
全

体
の
医
療
費
が
減
少
し
、
国
保
税
の

増
額
を
抑
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。
持
続
可
能
で
安
定
し
た
国
保

の
事
業
運
営
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係

大
学
や
専
修
学
校
に
在
学
中
の
20

歳
以
上
の
学
生
（
本
人
の
前
年
所
得

が
基
準
額
以
下
の
方
に
限
り
ま
す
）

は
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
在
学
期
間
の
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
を

表３

物件
番号 所在地番 地　目 地　積

用途地域／
建ぺい率／
容積率

最低売却価格

1 小峰台
8番1 宅地 1,606.77㎡

工業地域／
50％／
150％

76,100,000円

KSI 官公庁
オークション
ホームページ

あきる野市役所　☎（042）558－1111 ㈹（3） 令和７年（2025年）４月１5 日




